
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

介

護

医

療

院

の

開

設

許

可

指

導

監

査

室

○

育

成

医

療

及

び

更

生

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

障

害

福

祉

課

関

の

指

定

○

育

成

医

療

及

び

更

生

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

〃

関

の

指

定

の

更

新【

公

告

】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

定

款

変

更

の

認

証

の

県

民

生

活

交

通

課

申

請

○

平

成

三

十

年

度

ク

リ

ー

ニ

ン

グ

師

試

験

の

実

施

生

活

衛

生

課

○

大

規

模

小

売

店

舗

の

変

更

の

届

出

の

縦

覧

経

営

支

援

課

○

〃

〃

○

第

四

十

七

期

岡

山

県

労

働

委

員

会

委

員

候

補

者

労

働

雇

用

政

策

課

の

推

薦

手

続

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

公

職

選

挙

法

事

務

取

扱

規

程

の

一

部

改

正

選

挙

管

理

委

員

会

○

ポ

ス

タ

ー

掲

示

場

に

関

す

る

規

程

の

一

部

改

正

〃

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

岡

山

県

公

報

平成３０年８月１０日 第１２０１５号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
四
十
六
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
介
護
医

療
院
の
開
設
を
許
可
し
た
。

平
成
三
十
年
八
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

介
護
医
療
院
ル
ミ
エ
ー
ル

２

所
在
地

岡
山
県
加
賀
郡
吉
備
中
央
町
宮
地
三
三
三
六
番
地
一
五

二

開
設
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

医
療
法
人
社
団
吉
美
会
吉
備
高
原
ル
ミ
エ
ー
ル
病
院

２

所
在
地

岡
山
県
加
賀
郡
吉
備
中
央
町
宮
地
三
三
三
六
番
地
一
五

三

許
可
年
月
日

平
成
三
十
年
八
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
Ｂ
三
九
〇
〇
〇
一
三

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

介
護
医
療
院
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
四
十
七
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の

と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
三
十
年
八
月
十
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

担
当
す
る
医
療
の
種
類

指
定
年
月
日

マ
ス
カ
ッ
ト
薬
局
穂
浪
店

備
前
市
穂
浪
二
八
三
五

九

調
剤

平
成
三
十
年
八
月
一
日

－

き
た
ぞ
の
薬
局
河
辺
店

津
山
市
北
園
町
七
六
九

一

調
剤

平
成
三
十
年
八
月
一
日

－

れ
ん
げ
薬
局

総
社
市
中
央
六
丁
目
一
五

一
一
九

調
剤

平
成
三
十
年
八
月
一
日

－
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
四
十
八
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
担
当
す
る

医
療
機
関
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
。

平
成
三
十
年
八
月
十
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

担
当
す
る
医
療
の
種
類

更
新
年
月
日

ク
オ
ー
ル
薬
局
高
梁
南
町
店

高
梁
市
南
町
七
九

調
剤

平
成
三
十
年
七
月
一
日

井
上
薬
局
宇
野
店

玉
野
市
宇
野
一
丁
目
四
二

二
五

調
剤

平
成
三
十
年
八
月
一
日

－

日
本
調
剤
井
笠
薬
局

笠
岡
市
笠
岡
五
六
一
八

一
七

調
剤

平
成
三
十
年
八
月
一
日

－
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〔
三
九
一
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
八
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
三
十
年
八
月
二
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
マ
ル
イ
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
キ
ャ
ピ
タ
ル

三

代
表
者
の
氏
名

松
田

欣
也

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

津
山
市
二
宮
七
一
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
岡
山
お
よ
び
鳥
取
両
県
の
地
域
住
民
に
対
し
、
持
続
可
能
な
社
会
の
実
現
に
向
け

て
、
生
活
・
文
化
環
境
の
向
上
に
関
す
る
事
業
を
行
う
と
と
も
に
、
地
域
活
動
に
取
組
む
団
体
へ
の

運
営
支
援
を
通
じ
て
、
魅
力
あ
る
地
域
社
会
の
創
出
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

そ
の
他
の
事
業
の
種
類
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〔
三
九
二
〕
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
三
十
年
八
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

試
験
の
日
時
及
び
場
所

１

日
時

平
成
三
十
年
十
月
十
六
日
（
火
曜
日
）

学
科
試
験

十
時
三
十
分
か
ら
十
二
時
十
分
ま
で

技
能
試
験

十
三
時
三
十
分
か
ら

２

場
所

岡
山
市
中
区
西
川
原
二
五
五
番
地

お
か
や
ま
西
川
原
プ
ラ
ザ

二

試
験
科
目

１

学
科
試
験

衛
生
法
規
に
関
す
る
知
識

(1)

公
衆
衛
生
に
関
す
る
知
識

(2)

洗
濯
物
の
処
理
に
関
す
る
知
識

(3)
２

技
能
試
験

繊
維
の
鑑
別

三

受
験
資
格

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者
（
高
等
学
校
の

入
学
資
格
を
有
す
る
者
）
又
は
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律

第
百
五
十
四
号
）
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
に
規
定
す
る
者
と
み
な
さ
れ
た
者

四

受
験
願
書
の
受
付
期
間

持
参
に
よ
る
場
合
は
、
平
成
三
十
年
九
月
十
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
十
八
日
（
火
曜
日
）
ま
で

（
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く

）
の
八
時
三
十
分
か
ら
十
七
時
十
五
分
ま
で
と
す
る
。

。

郵
送
又
は
信
書
便
に
よ
る
送
付
（
以
下
「
郵
送
等
」
と
い
う

）
の
場
合
は
、
平
成
三
十
年
九
月

。

十
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
十
八
日
（
火
曜
日
）
ま
で
と
し
、
同
日
付
け
の
消
印
又
は
通
信
日
付
印

が
あ
る
も
の
ま
で
有
効
と
す
る
。

五

提
出
書
類
及
び
提
出
先

１

県
内
居
住
者
に
あ
っ
て
は

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
住
所
地
を
管
轄
す
る
保
健
所

支

、

（

(1)

(4)
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所
を
除
く
。
以
下
同
じ

）
へ
持
参
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
九
年
度
に
岡

。

山
県
が
実
施
し
た
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
の
受
験
願
書
を
提
出
し
た
者
は
、

及
び

の
書
類
の

(2)

(4)

添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

受
験
願
書

一
通

(1)

受
験
願
書
に
受
験
手
数
料
と
し
て
九
千
七
十
円
分
の
岡
山
県
収
入
証
紙
を
貼
り
付
け
る
こ

と
。
な
お
、
既
納
の
受
験
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

履
歴
書

一
通

(2)

写
真
票

一
通

(3)

写
真
票
に
、
出
願
前
六
月
以
内
に
脱
帽
し
て
正
面
か
ら
撮
影
し
た
上
半
身
像
の
手
札
形
（
縦

十
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
）
の
写
真
を
貼
り
付
け
る
こ
と
。

三
の
受
験
資
格
が
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

(4)
２

県
外
居
住
者
に
あ
っ
て
は
、
１

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
次
の
提
出
先
に
持
参
又
は
郵

(1)

(4)

送
等
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
九
年
度
に
岡
山
県
が
実
施
し
た
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
師
試
験
の
受
験
願
書
を
提
出
し
た
者
は
、
１

及
び

の
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

(2)

(4)

き
る
。

郵
便
番
号

七
〇
〇

八
五
七
〇

－

岡
山
県
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
保
健
福
祉
部
生
活
衛
生
課

六

合
格
発
表

平
成
三
十
年
十
一
月
六
日
（
火
曜
日
）
九
時
に
岡
山
県
庁
北
側
公
示
板
及
び
各
保
健
所
に
お
い
て

発
表
す
る
ほ
か
、
岡
山
県
保
健
福
祉
部
生
活
衛
生
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.

o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i
/
3
7
/

）
上
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
載
す
る
。
ま
た
、
合
格
者
に
は
、
そ

の
旨
を
通
知
す
る
。

七

そ
の
他

１

受
験
者
に
は
、
受
験
票
を
送
付
す
る
。

２

受
験
手
続
等
に
つ
い
て
不
明
の
点
は
、
最
寄
り
の
保
健
所
又
は
岡
山
県
保
健
福
祉
部
生
活
衛
生

課
（
電
話
〇
八
六

二
二
六

七
三
三
五
）
へ
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

－
－

３

受
験
願
書
等
は
、
最
寄
り
の
保
健
所
及
び
岡
山
県
保
健
福
祉
部
生
活
衛
生
課
で
交
付
す
る
。

な
お
、
郵
便
に
よ
る
受
験
願
書
等
の
請
求
は
、
宛
先
を
明
記
し
、
八
十
二
円
分
の
切
手
を
貼
っ

た
返
信
用
封
筒
（
定
形
の
も
の
）
を
同
封
し
て
行
う
こ
と
。
ま
た
、
受
験
願
書
等
は
、
岡
山
県
保

健
福
祉
部
生
活
衛
生
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
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〔
三
九
三
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
、
縦

覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
三
十
年
八
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

届
出
事
項
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

ザ
グ
ザ
グ
高
崎
店

所
在
地

玉
野
市
東
高
崎
字
船
津
二
五
番
地
一
四
九
ほ
か

２

届
出
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

名
称

両
備
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

住
所

岡
山
市
東
区
西
大
寺
上
一
丁
目
一
番
五
〇
号

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

小
嶋

光
信

３

変
更
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
閉
店
時
刻

(1)
（
変
更
前
）
午
後
十
時

（
変
更
後
）
午
後
十
二
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

(2)
（
変
更
前
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
三
十
分
ま
で

（
変
更
後
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
零
時
三
十
分
ま
で

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

(3)
（
変
更
前
）

ア

荷
さ
ば
き
施
設
一

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

イ

荷
さ
ば
き
施
設
二

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

（
変
更
後
）

ア

荷
さ
ば
き
施
設
一

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で
（
二
十
四
時
間
）
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イ

荷
さ
ば
き
施
設
二

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

４

変
更
年
月
日

平
成
三
十
年
九
月
二
十
一
日

５

変
更
事
項
以
外
の
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

(1)

名
称

株
式
会
社
ザ
グ
ザ
グ

住
所

岡
山
市
中
区
清
水
三
六
九
番
地
二

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

森

信

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

(2)

三
千
二
十
平
方
メ
ー
ト
ル

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

(3)
ア

駐
車
場
の
収
容
台
数

百
三
十
七
台

イ

駐
輪
場
の
収
容
台
数

四
台

ウ

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

八
十
五
・
七
平
方
メ
ー
ト
ル

エ

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

十
七
・
三
九
立
方
メ
ー
ト
ル

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

(4)
ア

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻

午
前
九
時

イ

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

三
箇
所

二

届
出
年
月
日

平
成
三
十
年
八
月
一
日

三

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

縦
覧
の
期
間

平
成
三
十
年
八
月
十
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
日
ま
で

２

縦
覧
の
場
所

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
玉
野
市
産
業
振
興
部
商
工
観
光
課
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〔
三
九
四
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
、
縦

覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
三
十
年
八
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

届
出
事
項
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

山
陽
マ
ル
ナ
カ
美
作
店

所
在
地

美
作
市
豊
国
原
一
〇
一
七
番
二
ほ
か

２

届
出
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

名
称

株
式
会
社
山
陽
マ
ル
ナ
カ

住
所

岡
山
市
南
区
平
福
一
丁
目
三
〇
五
番
地
の
二

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

宮
宇
地

剛

３

変
更
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻

(1)
（
変
更
前
）
午
前
九
時

（
変
更
後
）
午
前
七
時

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
閉
店
時
刻

(2)
（
変
更
前
）
午
後
十
一
時

（
変
更
後
）
午
後
十
二
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

(3)
（
変
更
前
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分
ま
で

（
変
更
後
）
午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
前
零
時
三
十
分
ま
で

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

(4)
（
変
更
前
）
午
前
六
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で

（
変
更
後
）
午
前
五
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
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４

変
更
年
月
日

平
成
三
十
年
八
月
九
日

二

届
出
年
月
日

平
成
三
十
年
八
月
一
日

三

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

縦
覧
の
期
間

平
成
三
十
年
八
月
十
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
日
ま
で

２

縦
覧
の
場
所

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
美
作
市
経
済
部
商
工
観
光
課

平成３０年８月１０日　岡山県公報　第１２０１５号



〔
三
九
五
〕
第
四
十
六
期
岡
山
県
労
働
委
員
会
の
委
員
の
任
期
が
平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
七
日
を
も

っ
て
満
了
す
る
た
め
、
労
働
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
四
十
七
期
岡
山
県
労
働
委
員
会
の
委
員
の
う
ち
、
労
働
者
委
員
及
び
使
用

者
委
員
の
候
補
者
（
以
下
「
候
補
者
」
と
い
う

）
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
推
薦
を
求
め
る
。

。

平
成
三
十
年
八
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

候
補
者
の
推
薦
資
格
を
有
す
る
も
の

１

労
働
者
委
員
の
候
補
者
の
推
薦
の
場
合

岡
山
県
の
区
域
内
の
み
に
組
織
を
有
す
る
労
働
組
合
（
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す

（

）

。
）

、

る
法
律

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
八
十
九
号

の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
含
む

の
う
ち

労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
二
条
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
適

合
す
る
旨
の
岡
山
県
労
働
委
員
会
の
証
明
を
受
け
た
も
の

２

使
用
者
委
員
の
候
補
者
の
推
薦
の
場
合

岡
山
県
の
区
域
内
の
み
に
組
織
を
有
す
る
使
用
者
団
体

二

候
補
者
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者

労
働
組
合
法
第
十
九
条
の
十
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
の
四
第
一
項
の
欠
格

条
項
に
該
当
し
な
い
者

三

委
員
の
定
数
及
び
任
期

１

委
員
の
定
数

労
働
者
委
員
及
び
使
用
者
委
員
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
五
名
。
た
だ
し
、
推
薦
す

る
候
補
者
の
数
は
、
制
限
し
な
い
。

２

任
期

任
命
の
日
か
ら
二
年

四

提
出
書
類

１

労
働
者
委
員
の
候
補
者
の
推
薦
の
場
合

推
薦
書
（
様
式
一
）

(1)

候
補
者
の
履
歴
書

(2)

労
働
組
合
法
施
行
令
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
岡
山
県
労
働
委
員
会
の
証
明
書

(3)
２

使
用
者
委
員
の
候
補
者
の
推
薦
の
場
合

推
薦
書
（
様
式
二
）

(1)

候
補
者
の
履
歴
書

(2)

五

書
類
の
提
出
期
限
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平
成
三
十
年
十
月
十
五
日
（
月

。
な
お
、
郵
送
の
場
合
は
、
同
日
ま
で
に
到
着
し
た
も
の
に
限

）

り
、
受
け
付
け
る
。

六

書
類
の
提
出
先

岡
山
県
産
業
労
働
部
労
働
雇
用
政
策
課
（
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号
）
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様式１

平成 年 月 日

岡山県知事 伊 原 木 隆 太 殿

所 在 地

労働組合の名称

代 表 者 の 氏 名 印

労働組合法（昭和24年法律第174号）第19条の12第３項及び労働組合法施行令（昭

和24年政令第231号）第21条第１項の規定により，岡山県労働委員会労働者委員候補

者として次の者を推薦します。

記

ふ り が な 生 年 月 日 所属労働組合名及び所属職場名
略 歴 備 考

氏 名 （ 年 齢 ） 並 び に こ れ ら に お け る 地 位

平成３０年８月１０日　岡山県公報　第１２０１５号



様式２

平成 年 月 日

岡山県知事 伊 原 木 隆 太 殿

所 在 地

使用者団体の名称

代 表 者 の 氏 名 印

労働組合法（昭和24年法律第174号）第19条の12第３項及び労働組合法施行令（昭

和24年政令第231号）第21条第１項の規定により，岡山県労働委員会使用者委員候補

者として次の者を推薦します。

記

ふ り が な 生 年 月 日
所 属 略 歴 備 考

氏 名 （ 年 齢 ）
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〔
三
九
六
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
三
十
年
八
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

浅
口
市
金
光
町
占
見
一
三
三
七

二
、
一
三
三
七

五
、
一
三
三
八

八
、
一
三
三
八

九

－
－

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

岡
山
市
南
区
米
倉
一
五
二

二
ラ
・
リ
ュ
ー
Ａ
二
〇
一

－

小
林

健
太

小
林

恭
子

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
〇
三
号
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
四
十
四
号

公
職
選
挙
法
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
五
十
一
年
岡
山
県
選
管
告
示
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
年
八
月
十
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

藤

原

健

補

目
次
中
「
第
十
三
条
の
二
―
第
十
三
条
の
五
」
を
「
第
十
三
条
の
二
―
第
十
三
条
の
四
」
に

「
第
十
六
条
―
第
三
十
三
条
の
三
」
を
「
第
十
六
条
―
第
三
十
三
条
の
四
」
に

「
第
三
十
三
条
の
四
―
第
三
十
三

、

、

条
の
十
五
」
を
「
第
三
十
三
条
の
五
―
第
三
十
三
条
の
十
七
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
見
出
し
を
「

投
票
区
の
設
置
等
の
報
告

」
に
改
め
、
同
条
中
「
を
変
更
」
の
下
に
「

廃
止
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ

」
を

「
第
十
七
条
第
三
項
」
の
下
に
「
又
は
令
第
九
条
の
二
」
を
加

（

）

（

。
）

、

え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

市
町
村
委
員
会
は
、
法
第
十
七
条
第
三
項
又
は
令
第
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
市
町
村
の
区
域
を
分
け
て
数
投
票
区
を
設
け
、
又
は
当
該
投
票
区
を
変
更
す
る
旨
の
告
示
を
す
る
と
き
は
、
様
式
第
二
号
に
準

じ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
分
割
開
票
区
等
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
特
別
の
事
情
の
届
出
）

市
町
村
委
員
会
は
、
令
第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
分
割
開
票
区
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
特
別
の
事
情
の
届
出
を
す
る
と
き
は
、
様
式
第
三
号
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
特
別
の
事

第
六
条

情
が
な
く
な
り
、
又
は
当
該
特
別
の
事
情
に
重
要
な
変
更
が
あ
つ
た
と
認
め
る
場
合
の
届
出
も
、
同
様
と
す
る
。

２

数
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
令
第
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
数
市
町
村
合
同
開
票
区
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
特
別
の
事
情
の
届
出
を
す
る
と
き
は
、
様
式
第
三
号
の
二
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
当
該
特
別
の
事
情
が
な
く
な
り
、
又
は
当
該
特
別
の
事
情
に
重
要
な
変
更
が
あ
つ
た
と
認
め
る
場
合
の
届
出
も
、
同
様
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
は
、
令
第
十
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
数
区
合
同
開
票
区
を
設
け
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
数
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
岡
山
市

選
挙
管
理
委
員
会
」
と

「
令
第
十
条
の
二
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
十
条
の
二
第
三
項
」
と

「
数
市
町
村
合
同
開
票
区
」
と
あ
る
の
は
「
数
区
合
同
開
票
区
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

、

、

第
七
条
の
見
出
し
を
「

選
挙
時
登
録
の
基
準
日
の
告
示

」
に
改
め
、
同
条
中
「
被
登
録
資
格
の
決
定
の
基
準
と
な
る
日
等
」
を
「
選
挙
時
登
録
の
基
準
日
」
に
改
め
る
。

（

）

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

削
除

第
八
条

第
十
条
第
一
項
中
「
第
三
十
条
」
を
「
第
三
十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
四
を
削
る
。

第
十
三
条
の
五
中
「
第
三
十
条

」
を
「
第
三
十
条
第
一
項

」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
の
四
と
す
る
。

」

」
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第
三
十
二
条
第
三
項
中
「
第
四
十
六
条
」
を
「
第
四
十
六
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に

「
、
投
票
管
理
者
」
を
「
投
票
管
理
者
」
に
改
め
る
。

、

第
三
十
三
条
第
三
項
中
「
第
四
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
を
「
第
四
十
八
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
の
三
第
二
項
中
「
第
四
十
九
条
」
を
「
第
四
十
八
条
の
四
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
の
十
五
を
第
三
十
三
条
の
十
七
と
し
、
第
三
十
三
条
の
十
四
を
第
三
十
三
条
の
十
六
と
し
、
第
三
十
三
条
の
十
三
を
第
三
十
三
条
の
十
五
と
し
、
第
三
十
三
条
の
十
二
を
第
三
十
三
条
の
十
三
と
し
、

同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
期
日
前
投
票
所
の
投
票
箱
等
の
送
致
を
受
け
る
べ
き
開
票
区
の
告
示
及
び
通
知
）

市
町
村
委
員
会
は
、
令
第
四
十
九
条
の
十
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
開
票
区
を
指
定
し
た
旨
の
告
示
を
す
る
と
き
は
様
式
第
四
十
号
の
十
七
に
、
開
票
管
理
者
へ
通
知
す
る
と
き
は
様
式
第
四

第
三
十
三
条
の
十
四

十
号
の
十
八
に
そ
れ
ぞ
れ
準
じ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
条
第
六
項
、
第
七
項
及
び
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
開
票
区
を
定
め
、
又
は
指
定
し
た
旨
の
告
示
及
び
通
知
を
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

第
三
十
三
条
の
十
一
を
第
三
十
三
条
の
十
二
と
し
、
第
三
十
三
条
の
四
か
ら
第
三
十
三
条
の
十
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
十
三
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
共
通
投
票
所
の
投
票
箱
等
の
送
致
を
受
け
る
べ
き
開
票
区
の
告
示
及
び
通
知
）

市
町
村
委
員
会
は
、
令
第
四
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
開
票
区
を
指
定
し
た
旨
の
告
示
を
す
る
と
き
は
様
式
第
二
十
八
号
の
四
に
、
開
票
管
理
者
へ
通
知
す
る
と
き
は
様
式
第
二
十
八
号
の

第
三
十
三
条
の
四

五
に
そ
れ
ぞ
れ
準
じ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
条
第
六
項
、
第
七
項
及
び
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
開
票
区
を
定
め
、
又
は
指
定
し
た
旨
の
告
示
及
び
通
知
を
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

第
四
十
七
条
の
見
出
し
を
「

指
定
船
舶
等
乗
船
船
員
投
票
送
信
用
紙
等
交
付
簿

」
に
改
め
、
同
条
中
「
委
員
長
」
を
「
委
員
長
（
次
項
に
お
い
て
「
委
員
長
」
と
い
う

」
に

「
指
定
船
舶
乗
船
船
員
投
票
送

（

）

。
）

、

信
用
紙
等
交
付
簿
」
を
「
指
定
船
舶
等
乗
船
船
員
投
票
送
信
用
紙
等
交
付
簿
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

委
員
長
は
、
令
第
五
十
九
条
の
六
の
三
の
規
定
に
よ
り
と
つ
た
措
置
に
つ
い
て
様
式
第
四
十
九
号
の
二
に
よ
る
指
定
船
舶
等
乗
船
船
員
投
票
送
信
用
紙
等
交
付
簿
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
七
条
の
二
中
「
様
式
第
四
十
九
号
の
二
」
を
「
様
式
第
四
十
九
号
の
三
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
開
票
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
を
届
け
出
る
べ
き
市
区
町
村
の
告
示
）

市
町
村
委
員
会
は
、
令
第
七
十
条
の
三
第
二
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
開
票
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
を
届
け
出
る
べ
き
市
区
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
を
定
め
、
又
は
指
定
し
た
旨
の
告
示

第
五
十
一
条
の
二

を
す
る
と
き
は
、
様
式
第
五
十
七
号
の
二
に
準
じ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
一
条
中
「
第
四
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
を
「
第
四
十
八
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に

「
第
七
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
を
「
第
七
十
八
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

、

第
七
十
三
条
第
三
項
中
「
、
第
二
項
又
は
第
十
項
」
を
「
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。

第
七
十
三
条
の
二
中
「
第
九
十
二
条
第
六
項
、
第
七
項
若
し
く
は
第
十
項
」
を
「
第
九
十
二
条
第
七
項
、
第
八
項
若
し
く
は
第
十
一
項
」
に

「
第
九
十
二
条
第
八
項
」
を
「
第
九
十
二
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。

、

第
八
十
三
条
中
「
第
四
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
を
「
第
四
十
八
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
八
十
七
条
第
一
項
中
「
第
四
条
」
の
下
に
「
、
第
六
条
」
を
加
え

「
第
四
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項
」
に

「
第
四
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
」

、

、
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に

「
第
七
十
八
条
第
一
項
に
関
す
る
部
分
に
限
る

」
を
「
第
七
十
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
関
す
る
部
分
に
限
る

、
第
五
十
一
条
の
二
」
に
改
め

「
第
百
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
」
を
加
え
、

、

。
）

。
）

、

「
か
ら
第
七
十
四
条
ま
で
」
を
「
、
第
七
十
二
条
、
第
七
十
三
条
（
令
第
九
十
二
条
第
三
項
に
関
す
る
部
分
に
限
る

、
第
七
十
四
条
」
に
改
め

「
第
九
十
九
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
」
を
加
え
、
同

。
）

、

条
第
二
項
中
「
及
び
第
六
条
」
を
削
る
。

様
式
第
二
号
中
「
第
十
七
条
第
二
項
」
の
下
に
「

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
九
条
の
二

」
を
加
え
る
。

（

）

様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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（分割開票区を設けることができる特別の事情等の届出 （第６条関係）様式第３号 ）

第 号

年 月 日

岡山県選挙管理委員会委員長 殿

市町村選挙管理委員会委員長 印

分割開票区の設置に係る特別の事情の届出について

選挙について，次のとおり分割開票区を設けることができ

（ ）（ ）る特別の事情がある 特別の事情がなくなつた 特別の事情に重要な変更があつた

と認められるので，公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第10条の２第１項の規

定により届け出ます。

記

１ 開票区に関する事項

（設定前（変更前 ））

区域内の選挙人
開票区名 開票所設置場所 区 域

名簿登録者数

人

（設定後（変更後 ））

区域内の選挙人
開票区名 開票所設置予定場所 区 域

名簿登録者数

人

人

備考 区域の概略図等必要な書面を添付すること。

２ 開票区を分けて設けることができる特別の事情

（特別の事情がなくなつた経緯）

（特別の事情に係る重要な変更の内容）
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様
式
第
三
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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（数市町村（数区）合同開票区の設置に係る特別の事情等の届出）（第６条関係）様式第３号の２

第 号

年 月 日

岡山県選挙管理委員会委員長 殿

市町村選挙管理委員会委員長 印

数市町村（数区）合同開票区の設置に係る特別の事情の届出について

選挙について，次のとおり数市町村（数区）合同開票区を

設けることができる特別の事情がある（特別の事情がなくなつた （特別の事情に重）

要な変更があつた）と認められるので，公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第

10条の２第２項（第３項）の規定により届け出ます。

記

１ 開票区に関する事項

（設定前（変更前 ））

区域内の選挙人
開票区名 開票所設置場所 区 域市町村（区）名

名簿登録者数

人

人

（設定後（変更後 ））

区域内の選挙人
開票区名 開票所設置予定場所 区 域市町村（区）名

名簿登録者数

人

＜参考＞

区域内の選挙人
開票区名 開票所設置予定場所 区 域市町村（区）名

名簿登録者数

人

備考 １ 数市町村合同開票区に係る届出は，関係する市町村選挙管理委員会が連

名で行うこと。

２ 区域の概略図等必要な書面を添付すること。

３ ＜参考＞には合同開票区に含まれない区域を記入すること。

２ 開票区を合わせて設けることができる特別の事情

（特別の事情がなくなつた経緯）

（特別の事情に係る重要な変更の内容）
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様
式
第
四
号
及
び
様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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告
示
第

号

年

月

日
執
行
の

選
挙
に
お
け
る
選
挙
人
名
簿
の
登
録
に
つ
い
て
、
選
挙
時
登

録
の
基
準
日
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

年

月

日

岡
山
県
（
市
区
町
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

選
挙
時
登
録
の
基
準
日

年

月

日

（選挙時登録の基準日の告示 （第７条関係）様式第４号 ）
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削
除

様
式
第
５
号

４
再
調
製

縦
覧
及
び
確
定
に
関

４
再
調
製
の
期
日
及
び
異
議
の
申

「

「

，

様
式
第
八
号
中
「

3
0

」
を
「

3
0

」
に
改
め
、

を

に
改
め
る
。

第
条

第
条
第
１
項

す
る
期
日

期
間
等
の
予
定

出
期
間
の
予
定

」

」

，
様
式
第
九
号
備
考
中
「

」
の
次
に
「

4
9

」
を
加
え
る
。

書
面

又
は
法
第

条
第
７
項
に
規
定
す
る
船
員
手
帳
に
準
ず
る
文
書

様
式
第
十
号
の
六
を
削
る
。

「

基
準
日

年
月

日
告
示
年
月
日

「

様
式
第
十
二
号
中

を

に

選
挙
時
登
録

登
録
日

年
月

日
選
挙
時
登
録
の
基
準
日

年
月

日

」

年
月

日

縦
覧
期
間

年
月
日

年
月
日

～

」

改
め
る
。

様
式
第
十
八
号
中
「

3
3

」
を
「

3
3

」
に
改
め
る
。

第
条
の
５

第
条
の
６

様
式
第
二
十
号
中
「

3
3

」
を
「

3
3

」
に
改
め
る
。

第
条
の
６

第
条
の
７

様
式
第
二
十
一
号
及
び
様
式
第
二
十
二
号
中
「

3
3

」
を
「

3
3

」
に
改
め
る
。

第
条
の
７

第
条
の
８

様
式
第
二
十
六
号
中
「

3
3

」
を
「

3
3

」
に
改
め
る
。

第
条
の
８

第
条
の
９

様
式
第
二
十
八
号
の
三
中
「

4
9

」
を
「

4
8

」
に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

第
条

第
条
の
４
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告
示
第

号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
四
十
九
条
第
五
項
（
第
六
項

（
第

）

七
項

（
第
九
項
）
の
規
定
に
よ
り
、

年

月

日
執
行
の

選
挙
に
お
け
る

）

共
通
投
票
所
の
投
票
管
理
者
か
ら
投
票
箱
等
の
送
致
を
受
け
る
べ
き
開
票
区
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た

（
定
め
た

。
）年

月

日

市
区
町
村
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

投
票
人
の
属
す
る
投
票
区

送

致

先

開

票

区

開

票

管

理

者

氏

名

（共通投票所の投票箱等の送致を受けるべき開票区の告示 （第33条の４関係）様式第28号の４ ）
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（共通投票所の投票箱等の送致を受けるべき開票区の通知）（第33条の４関係）様式第28号の５

第 号

年 月 日

開票区

開票管理者 殿

市区町村選挙管理委員会委員長 印

投票箱等の送致を受けるべき開票区について（通知）

年 月 日執行の 選挙において，あなたが開

票管理者を務める開票区を共通投票所の投票管理者から投票箱等の送致を受けるべき

開票区に指定した（定めた）ので，公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第49条

第５項（第６項）（第７項）（第９項）の規定により通知します。

記

送致される投票箱に投函した者の属する投票区
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様
式
第
三
十
号
中
「

3
3

1
0

」
を
「

3
3

1
1

」
に
改
め
る
。

第
条

の
第

条
の

様
式
第
三
十
二
号
中
「

3
3

1
2

」
を
「

3
3

1
3

」
に
改
め
る
。

第
条

の
第

条
の

様
式
第
三
十
三
号
及
び
様
式
第
三
十
四
号
中
「

3
3

1
4

」
を
「

3
3

1
6

」
に
改
め
る
。

第
条

の
第

条
の

様
式
第
三
十
七
号
中
「

」
を
「

（

）,

（

2
5

8
9

繰
り

上
げ

た
の

で
繰

り
上

げ
た

旨
県

選
挙

管
理

委
員

会
か

ら
通

知
が

あ
つ

た
の

で
投

票
期

日
を

次
の

と
お

り
繰

り
上

げ
た

の
で

公
職

選
挙

法
施

行
令

昭
和

年
政

令
第

，

）

4
6

（

（

）

」
に
改
め
る
。

号
第

条
第

２
項

第
３

項
第

４
項

の
規

定
に

よ
り

）

投
票

の
期

日
を

繰
り

延
べ

る
こ

と
と

し
た

の
で

投
票

の
期

日
を

繰
り

延
べ

る
こ

と
と

し
た

旨
県

選
挙

管
理

委
員

会
か

ら
通

知
が

あ
た

の
で

投
票

の
期

日
を

繰
り

延
べ

る

様
式
第
三
十
九
号
の
三
中
「

（

」
を
「

っ

）

（

）
」

、「

（

）
」

「

（

）（

）
」

。

こ
と

と
し

た
旨

県
選

挙
管

理
委

員
会

か
ら

通
知

が
あ

つ
た

の
で

投
票

の
期

日
を

繰
り

延
べ

る
こ

と
と

し
た

の
で

第
条

第
１

項
第

２
項

第
条

第
２

項
第

３
項

第
４

項

に

4
8

を

4
8

に
改
め
る

定
め

た
の

で
繰

延
投

票
の

期
日

を
次

の
と

お
り

定
め

た
旨

県
選

挙
管

理
委

員
会

か
ら

通
知

が
あ

つ
た

の
で

定
め

た
旨

県
選

挙
管

理
委

員
会

か
ら

通
知

が
あ

つ
た

の
で

繰
延

投
票

様
式
第
四
十
号
中
「

（

」
を
「

（

）

」
に

「

4
8

（

」
を
「

4
8

（

（

」
に
改
め
る
。

の
期

日
を

次
の

と
お

り
定

め
た

の
で

第
条

第
１

項
第

２
項

第
条

第
２

項
第

３
項

第
４

項
）

、

）

）

）

様
式
第
四
十
号
の
二
か
ら
様
式
第
四
十
号
の
四
ま
で
の
規
定
中
「

3
3

」
を
「

3
3

」
に
改
め
る
。

第
条

の
４

第
条

の
５

様
式
第
四
十
号
の
五
か
ら
様
式
第
四
十
号
の
七
ま
で
の
規
定
中
「

3
3

」
を
「

3
3

」
に
改
め
る
。

第
条

の
５

第
条

の
６

様
式
第
四
十
号
の
八
中
「

3
3

」
を
「

3
3

」
に
改
め
る
。

第
条

の
８

第
条

の
９

様
式
第
四
十
号
の
九
及
び
様
式
第
四
十
号
の
十
中
「

3
3

」
を
「

3
3

1
0

」
に
改
め
る
。

第
条

の
９

第
条

の

様
式
第
四
十
号
の
十
一
中
「

3
3

」
を
「

3
3

1
0

」
に
改
め
る
。

第
条

関
係

の
９

第
条

の

様
式
第
四
十
号
の
十
二
か
ら
様
式
第
四
十
号
の
十
四
ま
で
の
規
定
中
「

3
3

」
を
「

3
3

1
0

」
に
改
め
る
。

第
条

の
９

第
条

の

様
式
第
四
十
号
の
十
五
及
び
様
式
第
四
十
号
の
十
六
中
「

3
3

1
2

」
を
「

3
3

1
3

」
に
改
め
、
様
式
第
四
十
号
の
十
六
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

第
条

の
第

条
の
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告
示
第

号

（

）

（

）

公
職
選
挙
法
施
行
令

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号

第
四
十
九
条
の
十
二
第
五
項

第
六
項

（
第
七
項

（
第
九
項
）
の
規
定
に
よ
り
、

年

月

日
執
行
の

選
挙
に
お

）

け
る
期
日
前
投
票
所
の
投
票
箱
等
の
送
致
を
受
け
る
べ
き
開
票
区
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
（
定
め

た

。）

年

月

日

市
区
町
村
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

投
票
人
の
属
す
る
投
票
区

送

致

先

開

票

区

開

票

管

理

者

氏

名

（期日前投票所の投票箱等の送致を受けるべき開票区の告示 （第33条の14関係）様式第40号の17 ）
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（期日前投票所の投票箱等の送致を受けるべき開票区の通知）（第33条の14関係）様式第40号の18

第 号

年 月 日

開票区

開票管理者 殿

市区町村選挙管理委員会委員長 印

投票箱等の送致を受けるべき開票区について（通知）

年 月 日執行の 選挙において，あなたが開

票管理者を務める開票区を期日前投票所の投票箱等の送致を受けるべき開票区に指定

した（定めた）ので，公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第49条の12第５項

（第６項）（第７項）（第９項）の規定により通知します。

記

送致される投票箱に投函した者の属する投票区
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様
式
第
四
十
一
号
中
「

」
を
「

」
に
、

か
ら

コ
か

ら
サ

ま
で

の
う

ち

「

を

４
住

所
移

転
コ

.

住
所

移
転

の
た

め
本

市
町

村
以

外
に

居
住

，

」

「

４
住

所
移

転
コ

.

住
所

移
転

の
た

め
本

市
町

村
以

外
に

居
住

，

に
改
め
る
。

５
悪

天
候

等
サ

.

天
災

又
は

悪
天

候
に

よ
り

投
票

所
に

到
達

す
る

こ
と

が
困

難

」

様
式
第
四
十
六
号
そ
の
一
の
５
の
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
中
７
の
項
を
９
の
項
と
し
、
６
の
項
を
８
の
項
と
し
、
５
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

指
定

船
舶

指
定

船
舶

等

６
令

第
条

の
６

の
３

第
３

5
9

投
票

送
信

用
紙

用
封

筒
の

項
の

規
定

に
よ

り
投

票
送

信
名
簿

投
票

の
月

日

用
紙

及
び

投
票

送
信

用
紙

用
性

別
登
録

指
定

船
舶

等
の

名
称

又
は

送
致

を
選

挙
名

備
考

送
致

を
受

け
た

日
時

封
筒

の
交

付
を

受
け

て
投

票
番
号

受
け

た
日

時

し
た

船
員

の
氏

名

男
・

女

７
令

第
条

の
６

の
４

第
１

5
9

投
票

送
信

用
紙

用
封

筒
の

項
の

規
定

に
よ

り
投

票
送

信
名
簿

投
票

の
月

日

用
紙

及
び

投
票

送
信

用
紙

用
性

別
登
録

指
定

船
舶

等
の

名
称

又
は

送
致

を
選

挙
名

備
考

送
致

を
受

け
た

日
時

封
筒

の
交

付
を

受
け

て
投

票
番
号

受
け

た
日

時

し
た

船
員

の
氏

名

男
・

女

「

「

指
定

指
定

様
式
第
四
十
九
号
中
「

」
を
「

」
に
、

を

に
改
め
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

指
定

船
舶

乗
船

船
員

指
定

船
舶

等
乗

船
船

員
船

舶
等

船
舶

名
の

名
称
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」

」

。

備
考

令
第

条
の

６
の

４
の

規
定

に
よ

る
通

知
を

受
け

た
場

合
は

備
考

欄
に

そ
の

旨
記

載
す

る
こ

と
5
9

，

様
式
第
四
十
九
号
の
二
を
様
式
第
四
十
九
号
の
三
と
し
、
様
式
第
四
十
九
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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（指定船舶等乗船船員の投票送信用紙等の交付簿（令第59条の６の３の規定による請求 （第47条関係）様式第49号の２ ）

指定船舶等乗船船員の投票送信用紙等の交付簿

令第59条の６の３の 航海予定期間 投票送信用紙用封筒等の
選挙人名番 規定による請求によ 船 員 に 行 受理
簿登録証

請求の 交 付
明書交付

つて投票送信用紙及 指定船 代わつて
び投票送信用封筒を 舶等の 請求した 投票送 投票送 備 考

市区町村
年月日 年月日 出 港 帰 港

交付した船員 名 称 代 理 人 受 理 信用紙 信用紙
名 予定日 予定日

号 の 氏 名 先 年月日 等使用 等返還
氏 名 住 所 の有無 の有無
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様
式
第
五
十
七
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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告
示
第

号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
七
十
条
の
三
第
一
項
（
第
五
項
）
の

規
定
に
よ
り
、

年

月

日
執
行
の

選
挙
に
お
け
る

開
票
区

に
お
い
て
開
票
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
を
届
け
出
る
べ
き
選
挙
管
理
委
員
会
を
次
の
と
お
り
定
め
た

（
指
定
し
た

。
）

年

月

日

岡
山
県
（
市
町
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

開
票
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
を
届
け
出
る
べ
き
選
挙
管
理
委
員
会

（
市
区
町
村
）
選
挙
管
理
委
員
会

（開票立会人となるべき者を届け出るべき選挙管理委員会の告示 （第51条の２関係）様式第57号の２ ）
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様
式
第
七
十
九
号
中
「

10

」
を
「

1
1

」
に
改
め
る
。

第
項

第
項

様
式
第
八
十
号
そ
の
一
中
「

9
2

1
0

」
を
「

9
2

1
1

」
に
改
め
る
。

第
条
第

項
第

条
第

項

様
式
第
八
十
一
号
中
「

1
0

」
を
「

1
1

」
に
改
め
る
。

第
項

第
項

様
式
第
八
十
二
号
中
「

1
0

」
を
「

（

1
1

」
に
改
め

「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
る
。

第
項

第
３
項

第
項

同
条
第
２
項

第
３
項

）

、

（

）

第
条
第
６
項

第
７
項

第
条
第
７
項

第
８
項

同
条
第
２
項

第
３
項

第
条
第
８
項
に
お
い
て

様
式
第
八
十
二
号
の
二
そ
の
一
中
「

9
2

（

」
を
「

9
2

（

」
に
改
め

「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
同
様
式
そ
の
二
中
「

9
2

、

（

）

（

」
を
「

9
2

（

（

」
に
改
め
、
同
様
式
そ
の
三
中
「

9
2

（

」
を
「

9
2

（

」

準
用
す
る
同
条
第
６
項

第
２
項

第
条
第
９
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
７
項

第
２
項

第
３
項

第
条
第
６
項

第
７
項

第
条
第
７
項

第
８
項

）

、「

」

「
（

）
」

、

「

（

」

「

（

）

に
改
め

の
次
に

を
加
え

同
様
式
そ
の
四
中

9
2

を

9
2

同
条
第
２
項

第
３
項

第
条
第
８
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
６
項
第
２
項

第
条
第
９
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
７
項
第
２
項

第
３
項

第
条
第
６
項

第
７
項

第
条
第
７
項

第
８
項

同
条
第
２
項

第
３
項

第
条
第
８
項
に
お

（

」
に
改
め
、
同
様
式
そ
の
五
中
「

9
2

（

」
を
「

9
2

（

」
に
改
め

「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
同
様
式
そ
の
六
中
「

9
2

、

（

）

い
て
準
用
す
る
同
条
第
６
項

第
２
項

第
条
第
９
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
７
項

第
２
項

第
３
項

第
条
第
６
項

第
７
項

第
条
第
７
項

第
８

（

」
を
「

9
2

（

（

」
に
改
め
、
同
様
式
そ
の
七
中
「

9
2

（

」
を
「

9
2

（

）

項
同
条
第
２
項

第
３
項

第
条
第
８
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
６
項

第
２
項

第
条
第
９
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
７
項

第

」
に
改
め

「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
同
様
式
そ
の
八
中
「

9
2

（

」
を
「

9
2

（

、

（

）

（

」
に
改
め
る
。

２
項

第
３
項

）
様
式
第
百
号
中
「

99

」
の
次
に
「

」
を
加
え
る
。

第
条
第
２
項

第
３
項

（

）

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
四
十
五
号

ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
七
年
岡
山
県
選
管
告
示
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
年
八
月
十
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

藤

原

健

補

第
七
条
第
三
項
中
「
同
条
第
十
項
」
を
「
同
条
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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